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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アカシア樹皮抽出物と、ほうじ茶末、緑茶末、大麦若葉末から選ばれる少なくともいず
れか１つとを含有し、経口摂取により摂取者の便臭を低減するための機能食品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、経口摂取により摂取者の便臭を低減する機能食品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高齢化社会が進行するなかで、介護の現場などにおいて、被介護者の便臭が大き
な問題となっている。
【０００３】
　例えば、介護者が被介護者の排便後の補助を行う場合、便臭は、介護者の作業を著しく
阻害する一方で、被介護者にとっても恥ずかしさや、介護者へ負担を強いているのではな
いかとの懸念を生む原因となっている。
【０００４】
　そこで従来、シャンピニオンを含有させた食品が提案されている（例えば、特許文献１
参照。）。
【０００５】
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　このシャンピニオンを含有する食品によれば、例えば被介護者が同食品を経口摂取する
ことにより、被介護者の便臭を低減することができるとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－２９９２４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、便臭は、摂取する食品や体質、腸内細菌叢等により大きく左右されるも
のであり、各個人においてその便臭低減効果の差が大きく、上記従来のシャンピニオンエ
キスを含有する食品では、未だ十分な便臭低減効果を得ることは困難であった。
【０００８】
　また、介護現場に拘わらず、日常生活の場においても、便臭を悩みとする人が多く存在
しているが、従来の便臭低減効果を有する食品は不快な味を呈するものが多く、日常的な
摂取を妨げる要因となっていた。
【０００９】
　さらに、口臭や体臭を悩みとする人も多く存在していることから、便臭の低減のみなら
ず、口臭や体臭に対しても低減効果を生起可能な機能食品が求められている。
【００１０】
　本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであって、便臭を低減することが可能であ
るのは勿論のこと、口臭や体臭をも効果的に低減することができ、しかも、経口摂取し易
い食味を呈する新たな機能性食品を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記従来の課題を解決するために、本発明に係る機能性食品では、アカシア樹皮抽出物
と、ほうじ茶末、緑茶末、大麦若葉末から選ばれる少なくともいずれか１つとを含有し、
経口摂取により摂取者の便臭を低減するための機能食品とした。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１に係る本発明によれば、アカシア樹皮抽出物と、ほうじ茶末、緑茶末、大麦若
葉末から選ばれる少なくともいずれか１つとを含有し、経口摂取により摂取者の便臭を低
減するための機能食品としたため、便臭を低減することが可能であるのは勿論のこと、口
臭や体臭をも低減することができ、しかも、経口摂取し易い食味を呈する新たな機能性食
品を提供することができる。
【００１５】
　また、請求項２に係る本発明によれば、前記アカシア樹皮抽出物は、粉砕又は破砕した
アカシア樹皮に対して熱水を溶媒として添加して得られた抽出液又は同抽出液の乾燥物で
あり、アカシアポリフェノールを含有することとしたため、アカシアポリフェノールと、
茶カテキン及び／又は葉緑素とによる便臭、口臭及び体臭低減効果を期待することができ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明は、アカシア樹皮抽出物と、茶カテキン及び／又は葉緑素とを含有し、経口摂取
により摂取者の便臭を低減する機能食品を提供するものである。
【００２０】
　本実施形態に係る機能食品によれば、経口摂取し易い食味を有し、便臭を低減すること
が可能であり、口臭や体臭をも低減することができる。
【００２１】
　ここでアカシア樹皮とは、マメ目マメ科アカシア属に属する植物の樹皮である。また、
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アカシア樹皮抽出物とは、上記植物の樹皮より得られた抽出物のことをいう。
【００２２】
　特に、アカシア抽出物は、粉砕又は破砕したアカシア樹皮に対して熱水、例えば７５～
１００℃とした水を溶媒として添加して得られた抽出液又は同抽出液の乾燥物であり、ア
カシアポリフェノールを含有するのが好ましい。
【００２３】
　アカシアポリフェノールは、アカシア樹皮に存在するポリフェノールであり、特にタン
ニンを豊富に含有しているという特徴がある。このアカシアポリフェノールの構造を化１
に示す。
【００２４】
【化１】

【００２５】
　このようなアカシア抽出物を用いることにより、茶カテキンや葉緑素と併用した際の相
乗効果を効率良く生起させることができる。
【００２６】
　また、本実施形態に係る機能食品にて使用される茶カテキンは、ツバキ属ツバキ科に属
する常緑性低木の葉や茎を加工して得られた所謂茶由来のものの他に、例えば麦茶などを
由来とするものも含む概念である。
【００２７】
　より具体的には、本実施形態に係る機能食品に使用できる茶カテキンについて列挙すれ
ば、緑茶、煎茶、番茶、ほうじ茶、紅茶、烏龍茶、麦茶等の粉砕物、抽出液、及び抽出液
乾燥物とすることができる。
【００２８】
　また、本実施形態に係る機能食品にて使用される葉緑素は、植物由来のものであれば特
に限定されるものではないが、例えばツルレイシ、ケール、大麦の葉、桑の葉等に由来す
る葉緑素であるのが好ましい。
【００２９】
　特に、本実施形態に係る機能性食品に葉緑素を添加するにあたっては、上記植物より精
製した葉緑素単独を添加することも可能であるが、これら植物の乾燥粉砕物、抽出液、抽
出液乾燥物等をそのまま利用しても良い。このように葉緑素を別個精製することなく、こ
れら植物の乾燥粉砕物、抽出液、抽出液乾燥物等を利用した場合には、これら植物に含ま
れる食物繊維等を効果的に機能食品中に含有させることができるため、摂取者に対して整
腸作用等を生起させることができる。
【００３０】
　また本発明は、茶カテキン及び／又は葉緑素を含有する食品における、同食品の経口摂
取によって摂取者の便臭を低減するための、前記食品中における添加量が
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【００３１】
1～60重量％であるアカシア樹皮抽出物の使用方法を提供するものであると言える。
【００３２】
　食品中のアカシア樹皮抽出物の含量が１重量％を下回ると、便臭、口臭、体臭の低減効
果が殆ど得られなくなるため好ましくない。また、食品中のアカシア樹皮抽出物の含量が
60重量％を越えると、アカシア樹皮抽出物独特の苦味が、茶カテキン及び／又は葉緑素に
よってマスキングし難くなると共に、茶カテキン及び／又は葉緑素の含量が減少すること
となり、アカシア樹皮抽出物との相乗効果を得にくくなるため好ましくない。
【００３３】
　このように、茶カテキン及び／又は葉緑素を含有する食品に、アカシア樹皮抽出物を1
～60重量％添加して1回あたりのアカシア樹皮抽出物の摂取量を1～1000mgとなるようにす
ることにより、このようにして調製した機能食品を経口摂取させた場合、摂取者の便臭を
低減させることができる。また、摂取者の口臭や体臭をも低減することができる。さらに
、このように調製した機能食品は、アカシア樹皮抽出物が有する極めて強い収斂味を緩和
させることができるため、経口摂取し易い食味を呈することとなり、日常生活において難
なく継続摂取可能な機能食品となる。
【００３４】
　以下、本実施形態に係る機能食品について、製造例や試験結果等を交えながら、更に具
体的に説明する。
【００３５】
〔１．アカシア樹皮抽出物の調製〕
　本実施形態に係る機能食品に使用するアカシア樹皮抽出物は、次のように調製した。
【００３６】
　まず、アカシア樹皮片を破砕機にて破砕し、得られた破砕物に対して７０～１００℃の
熱水、より好ましくは８０～９５℃の熱水を添加して抽出液を得た。
【００３７】
　次に、この抽出液を濃縮機に供し、水分含量４０～５０％に濃縮した後に、この濃縮物
をスプレードライヤーに供して粉状のアカシア樹皮抽出物を得た。
【００３８】
〔２．機能食品の製造〕
（ａ）アカシア樹皮抽出物と茶カテキン（ほうじ茶）とを含有する機能食品
　前記アカシア樹皮抽出物、ほうじ茶末、乳酸カルシウム、難消化性デキストリン、マル
トデキストリン、二酸化ケイ素を粉体混合し、これら粉体混合物を顆粒状に成形し、ステ
ィック状のアルミパックに１ｇずつ個包装してアカシア樹皮抽出物と茶カテキン（ほうじ
茶）とを含有する機能食品を製造した。各原料の配合量を表１に示す。
【表１】

【００３９】
　なお、使用したほうじ茶粉末は、ほうじ茶を４０～９５℃の温水又は熱水にて抽出し、
残渣分離を行って抽出液を得て同抽出液を１５０メッシュのフィルターに供し、通過液に
デキストリンを添加して冷却し、オリなどを除去して清澄化し、清澄化液を濃縮して１１
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０℃２０秒の殺菌を行い、殺菌された濃縮液をスプレードライに供して粉体化し、２０メ
ッシュ及び１６メッシュの２段階で篩過を行って得られた褐色状のほうじ茶エキス粉末で
ある。
【００４０】
　以下、このようにして製造した本実施形態に係るアカシア樹皮抽出物と茶カテキン（ほ
うじ茶）とを含有する機能食品を「機能食品Ａ１」という。
【００４１】
（ｂ）アカシア樹皮抽出物と茶カテキン（緑茶）とを含有する機能食品
　前記アカシア樹皮抽出物、緑茶末、乳酸カルシウム、難消化性デキストリン、マルトデ
キストリン、二酸化ケイ素を粉体混合し、これら粉体混合物を顆粒状に成形し、スティッ
ク状のアルミパックに１ｇずつ個包装してアカシア樹皮抽出物と茶カテキン（緑茶）とを
含有する機能食品を製造した。各原料の配合量を表２に示す。
【表２】

【００４２】
　使用した緑茶末は、緑茶を粉砕して得た黄緑色の微粉末である。以下、このようにして
製造した本実施形態に係るアカシア樹皮抽出物と茶カテキン（緑茶）とを含有する機能食
品を「機能食品Ａ２」という。
【００４３】
（ｃ）アカシア樹皮抽出物と葉緑素とを含有する機能食品
　前記アカシア樹皮抽出物、大麦若葉末、乳酸カルシウム、難消化性デキストリン、マル
トデキストリン、二酸化ケイ素を粉体混合し、これら粉体混合物を顆粒状に成形し、ステ
ィック状のアルミパックに１ｇずつ個包装してアカシア樹皮抽出物と葉緑素とを含有する
機能食品を製造した。各原料の配合量を表３に示す。
【表３】

【００４４】
　使用した大麦若葉末は、刈り取った発芽後約３週間の大麦若葉を乾燥し、一度粗砕した
後に高圧蒸気滅菌に供し、滅菌粗砕物をさらに粉砕し、篩別して１００メッシュ以下の粉
体を得たものであり、緑色を呈した粉末である。以下、このようにして製造した本実施形
態に係るアカシア樹皮抽出物と葉緑素とを含有する機能食品を「機能食品Ａ３」という。
【００４５】
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　前記アカシア樹皮抽出物、ほうじ茶末、大麦若葉末、乳酸カルシウム、難消化性デキス
トリン、マルトデキストリン、二酸化ケイ素を粉体混合し、これら粉体混合物を顆粒状に
成形し、スティック状のアルミパックに１ｇずつ個包装してアカシア樹皮抽出物と、茶カ
テキン及び葉緑素とを含有する機能食品を製造した。各原料の配合量を表４に示す。
【表４】

【００４６】
　なお、使用した大麦若葉末及びほうじ茶末は、前述した製造方法により製造されたもの
である。以下、このようにして製造した本実施形態に係るアカシア樹皮抽出物と、茶カテ
キン及び葉緑素とを含有する機能食品を「機能食品Ａ４」という。
【００４７】
〔３．比較対照食品の製造〕
　次に、後述の各種比較試験を行うために、比較対照食品の製造を行った。
【００４８】
（ａ）比較食品Ｂ１
　前記アカシア樹皮抽出物、乳酸カルシウム、難消化性デキストリン、マルトデキストリ
ン、二酸化ケイ素を粉体混合し、これら粉体混合物を顆粒状に成形し、スティック状のア
ルミパックに１ｇずつ個包装してアカシア樹皮抽出物を含む比較食品を製造した。各原料
の配合量を表５に示す。以下、このようにして製造したアカシア樹皮抽出物を含有する比
較食品を「比較食品Ｂ１」という。

【表５】

【００４９】
（ｂ）比較食品Ｂ２
　前記ほうじ茶末、乳酸カルシウム、難消化性デキストリン、マルトデキストリン、二酸
化ケイ素を粉体混合し、これら粉体混合物を顆粒状に成形し、スティック状のアルミパッ
クに１ｇずつ個包装してほうじ茶末を含む比較食品を製造した。各原料の配合量を表６に
示す。以下、このようにして製造した茶カテキン（ほうじ茶末）を含有する比較食品を「
比較食品Ｂ２」という。
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【表６】

【００５０】
（ｃ）比較食品Ｂ３
　前記緑茶末、乳酸カルシウム、難消化性デキストリン、マルトデキストリン、二酸化ケ
イ素を粉体混合し、これら粉体混合物を顆粒状に成形し、スティック状のアルミパックに
１ｇずつ個包装して緑茶末を含む比較食品を製造した。各原料の配合量を表７に示す。以
下、このようにして製造した緑茶末を含有する比較食品を「比較食品Ｂ３」という。

【表７】

【００５１】
（ｄ）比較食品Ｂ４
　前記大麦若葉末、乳酸カルシウム、難消化性デキストリン、マルトデキストリン、二酸
化ケイ素を粉体混合し、これら粉体混合物を顆粒状に成形し、スティック状のアルミパッ
クに１ｇずつ個包装して緑茶末を含む比較食品を製造した。各原料の配合量を表８に示す
。以下、このようにして製造した葉緑素を含有する比較食品を「比較食品Ｂ４」という。

【表８】

【００５２】
〔４．ヒト摂取試験〕
（ａ）便臭低減効果の確認
　次に、前述の機能食品Ａ１～Ａ４、及び比較食品Ｂ１～Ｂ４（以下、これら機能食品と
比較食品とを総称して被験試料ともいう。）を用いてヒト摂取試験を行い、便臭の低減効
果について確認を行った。
【００５３】
　具体的な試験方法としては、各被験試料に対して３名の被験者を設定し、摂取開始３日
前から試験終了までの間、ニンニク、葱等の便臭に大きく影響する食事、暴飲暴食、過剰
な肉や魚等偏った食事、並びに飲酒を控えるようにした。
【００５４】
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　その後、摂取を開始し、摂取量は１日１包（１g）とし、150mlの水に分散しての摂取を
条件とし、１２週間継続摂取させた。摂取開始から１、４、８及び１２週間後に便を少量
回収し、１ｇ濾紙上に分取した後、３Ｌ三角フラスコ内に密閉してオドメーターにて便臭
を測定した。その結果を表９に示す。
【表９】

【００５５】
　その結果、アカシア樹皮抽出物を配合していない試料（比較食品Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４）に
ついては、便臭低減効果は認められなかった。また、アカシアのみ（比較食品Ｂ１）では
若干の便臭低減効果は認められるものの、顕著な挙動ではなく、便臭を大きく抑制するも
のではなかった。
【００５６】
　一方、アカシア樹皮抽出物を配合した試料（機能食品Ａ１～Ａ４）については、摂取１
週間後から大きく便臭を低減する挙動が認められ、その後においても、経時的に便臭の低
減が認められた。
【００５７】
　これは、アカシア樹皮抽出物に多く含まれるタンニン及びその類似体と茶葉に含まれる
成分であるカテキンをはじめとするポリフェノール類や大麦若葉末等青汁類に含まれる葉
緑素系成分や一部のポリフェノール等各種成分との相乗効果によって、便臭を低減したも
のと考えられた。
【００５８】
（ｂ）口臭についての評価
　次に、被験試料を用いてヒト摂取試験を行い、口臭の低減効果について確認を行った。
【００５９】
　具体的な試験方法としては、各被験試料に対して３名の被験者を設定し、摂取開始３日
前から試験終了までの間、ニンニク、葱等の口臭に大きく影響する食事、暴飲暴食、過剰
な肉や魚等偏った食事、並びに飲酒を控えるようにした。
【００６０】
　被験試料摂取前の口臭を測定した後、摂取を開始した。摂取量は１日１包（１g）とし
、150mlの水に分散しての摂取を条件とし、毎日継続摂取させた。尚、口臭の測定方法と
しては、メチルメルカプタンのガス検知官を使用し、口臭を直接採取して測定を実施した
。
【００６１】
　摂取開始から所定日に口臭を測定した。尚、測定においては、被験者の呼気を直接口か
ら吸引して測定し、日間差を考慮して、同時刻に測定を実施した。その結果を表１０に示
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【表１０】

【００６２】
　その結果、アカシア樹皮抽出物を配合していない試料（比較食品Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４）に
ついては、口臭の低減は認められなかった。またアカシア樹皮抽出物のみ（比較食品Ｂ１
）においても若干の低減はあるものの、より改善に繋がるような効果ではなかった。
【００６３】
　一方、アカシア樹皮抽出物を配合した試料（機能食品Ａ１～Ａ４）においては、摂取１
週間後から大きな低減が認められ、その後も経時的に顕著に低減する挙動が認められた。
【００６４】
　これは、アカシア樹皮抽出物に多く含有されるタンニン及びその類似体とほうじ茶、緑
茶並びに大麦若葉末の各種有用成分との相乗効果により、口内環境の改善がなされると同
時に、消化器系である胃等の環境等を改善したことによって、口内自体の臭気、並びに胃
から上昇してくる臭気等を抑制及び改善し、総合的に口臭が低減したものと推測された。
【００６５】
（ｃ）体臭についての評価
　次に、被験試料を用いてヒト摂取試験を行い、体臭の低減効果について確認を行った。
【００６６】
　具体的な試験方法としては、各被験試料に対して３名の被験者を設定し、各被験試料に
対して３名の被験者を設定し、摂取開始３日前から試験終了までの間、ニンニク、葱等の
体臭に大きく影響する食事、暴飲暴食、過剰な肉や魚等偏った食事、並びに飲酒を控える
ようにし、摂取前として、体臭を評価した。
【００６７】
　次に、各被験者に対して、相当する被験試料を配布し、１日１包（１ｇ入）を継続摂取
させて、所定日に再度、体臭を評価を実施した。
【００６８】
　尚、体臭評価方法としては、評価当日朝９時に所定のＴシャツを着用させ、６時間後、
そのＴシャツを回収し、同一評価者が評価基準に基づいて実際ににおいを嗅いで評価した
。評価基準を表１１に示し、その結果を表１２に示す。
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【表１１】

【表１２】

【００６９】
　その結果、アカシア樹皮抽出物を配合していない試料（比較食品Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４）に
ついては、体臭低減作用は認められなかった。また、アカシア樹皮抽出物のみ（比較食品
Ｂ１）では、若干の低減作用は認められるものの、その効果としては、大きく体臭を改善
できるものではなかった。
【００７０】
　その一方で、アカシア樹皮抽出物を配合した試料（機能食品Ａ１～Ａ４）においては、
極めて高い体臭低減効果が認められた。これはアカシア樹皮抽出物に含まれるタンニンと
ほうじ茶、緑茶及び大麦若葉末に含まれるカテキンをはじめとするポリフェノールや葉緑
素系成分等の各種成分との相乗効果によって、総合的な体質改善がなされ、体臭を低減し
たものと考えられた。
【００７１】
（ｄ）食味についての評価
　次に、被験試料を用いてヒト摂取試験を行い、食味評価について確認を行った。
【００７２】
　具体的な試験方法としては、被験者10名において、各被験試料を摂取させ、５段階評価
の評価基準をもって、各被験試料の食味を評価させた。評価基準を表１３に示し、その結
果を表１４に示す。

【表１３】
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【００７３】
　その結果、アカシアのみのもの（比較食品Ｂ１）は全員飲みにくいという評価であった
が、アカシアに青汁（比較食品Ａ３）や、ほうじ茶（比較食品Ａ１）、大麦若葉末（比較
食品Ａ３）を配合することによって、より飲みやすくなったことが認めれたと同時に、特
に大麦若葉末配合よりも、ほうじ茶並びに緑茶を配合した方が、さらに飲みやすい傾向に
あることがわかった。
【００７４】
　これは、ほうじ茶、緑茶、大麦若葉末に含まれる共存成分が、相乗効果によってアカシ
アの苦味を打ち消しているためであると考えられた。
【００７５】
　特に、このような配合とすることにより、日々の生活の中で継続して摂取するのがこの
ましい機能性食品において、比較的抵抗なく摂取を行うことができる。
【００７６】
　上述してきたように、本発明に係る機能食品によれば、アカシア樹皮抽出物と、茶カテ
キン及び／又は葉緑素とを含有し、経口摂取により摂取者の便臭を低減する機能食品とし
たことで、便臭を低減することが可能であるのは勿論のこと、口臭や体臭をも効果的に低
減することができ、しかも、経口摂取し易い食味を呈する新たな機能性食品を提供するこ
とができる。
【００７７】
　最後に、上述した各実施の形態の説明は本発明の一例であり、本発明は上述の実施の形
態に限定されることはない。このため、上述した各実施の形態以外であっても、本発明に
係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能であること
は勿論である。
【００７８】
　例えば、本実施形態に係る機能性食品では、１包あたりの包装量を１ｇとしたが、これ
に限定されるものではなく、１．５ｇや２ｇなど適宜変更可能であることは言うまでもな
い。
【００７９】
　また、上述した各ヒト試験においては、１日あたりの投与量を１ｇとしたが、機能性食
品の処方や機能性食品を摂取する者の体質や体調等に応じて、その投与量を適宜変更して
も良い。例えば、１日２～３回の服用とし、１回あたりの投与量を０．１～１０ｇの範囲
で変更することも可能である。
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